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（ 策定の趣旨）

口腔の健康は， 健康で質の高い生活を営む上で基礎的

かつ重要な役割を果たし ている。

歯科衛生士は国の免許によっ て歯科衛生の専門職と し

て認めら れ， 口腔の健康の保持増進への取組みを 通し

て， 人々の健康な生活の実現に貢献するこ と を使命と し

ている。

口腔の健康は， 乳幼児期から 高齢期ま で， 健康な時

も ， 病気の時も ， 障がいがあっ ても ， 要介護の状態にあ

っ ても ， すべてのラ イ フ ステージにおける健康課題であ

るこ と は明ら かであり ， 超高齢社会において， 健康と 生

活の質を確保する上で， 口腔健康管理を専門的に支援す

る歯科衛生士の役割は， 以前にも 増し て重要性が高まっ

ている。

その一方で， 歯科医療技術の進歩や高度化にと も なう

人々の価値観の多様化， 権利意識の高まり などにより ，

歯科専門職と し て， 多く の倫理的課題に直面するよう に

なっ た。

そのよう な中， 歯科衛生士が専門職と し ての責務を果

たすためには， 歯科衛生業務の基礎と なる知識・ 技術の

習得はも と より ， 科学的根拠に基づく 業務の実践と と も

に， 高い倫理性を備えるこ と が不可欠であり ， 業務実践

の倫理的課題に対する基本姿勢を明示するこ と が重要と

なっ ている。

そこ で， 日本歯科衛生士会は， 業務実践の行動指針と

し て「 歯科衛生士の倫理綱領」（ 以下「 倫理綱領」 と い

う 。） を策定し ， 提示するこ と と し た。

（ 経　 緯）

倫理綱領を 策定する に当たり ，「 歯科衛生士の倫理綱

領策定に関する検討会」（ 以下「 検討会」 と いう 。） を設

置し た。 検討会に先立ち準備委員会を開催し ， 各種関連

資料を参照のう え倫理綱領の基本的事項について検討を

行い， 原案を取り まと めた。 検討会では準備委員会から

提出さ れた倫理綱領の原案を基に鋭意審議のう え成文化

し ， 最終案を作成し た。 最終案は， 都道府県歯科衛生士

会会長会（ 平成 31 年 2 月 16 日開催） においてヒ アリ ン

グを行い， その結果に基づき ， 検討会において原案を確

定し ， 理事会の承認を得た。 こ の間， 準備委員会は平成

30 年 7 月から 8 月にかけて 2 回開催， 検討会は同年 11

月から 翌年 3 月にかけて 2 回開催さ れ， 併せて数回にわ

たるメ ール会議を行っ た。

こ のよう な経緯を経て， 令和元年度 定時代議員会（ 6

月 16 日開催） に「 歯科衛生士の倫理綱領（ 案）」 が上程

さ れ， 決議・ 採択さ れた。

なお， 国際歯科衛生士連盟（ I F D H） 倫理綱領（ 2004

年 7 月， スペイ ン・ ト レド で開催さ れた代表者会議にお

いて採択） は， 日本歯科衛生士会策定の倫理綱領の基礎

と なり ， その基本姿勢と 価値観を共有し ている。 また，

多職種連携における倫理的課題を視野に入れ， 共有でき

る指針と なるよう 配慮し た。

倫理綱領は， 現実の歯科衛生業務に適用さ れてはじ め

て， 生きた文書と し ての意味を持つ。 歯科衛生士の基礎

教育において， また， 卒後の職業生活のあら ゆる場面に

おいて， 自己の実践を振り 返る基準と し て深く 理解し ，

身につけていく こ と が期待さ れる。

本倫理綱領は，「 前文」「 条文」 および「 解説」 から 成

り 立っ ており ， 16 の項目は， 歯科衛生業務の遂行に際

し ，「 守るべき 価値と 義務」（ 1 ～ 6），「 求めら れる努力」

（ 7 ～ 12），「 基礎と なる 心身の健康と 道徳的意識およ び

組織的取組み」（ 13 ～ 16） の 3 つの要素で構成さ れてい

る。 以下， 全文を紹介する。

歯科衛生士の倫理綱領について

金澤 紀子
公益社団法人日本歯科衛生士会 顧問

「 歯科衛生士の倫理綱領策定に関する委員会」 委員長

資料
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歯科衛生士の倫理綱領

（ 公益社団法人日本歯科衛生士会）

前　 文

口腔の健康は， 健康で質の高い生活を営む上で基礎的かつ重要な役割を果たし ている。

歯科衛生士は， 人々の歯科疾患を予防し ， 口腔衛生の向上を図るこ と により ， 口腔の健康の保持増進に貢献

するこ と を使命と し ている。

歯科衛生士は， 免許によっ て歯科衛生の専門職と し て認めら れた者であり ， あら ゆる 人々に対し て， 生涯を

通じ た歯科疾患の予防と と も に， 口腔衛生管理， 口腔機能管理によ る 口腔健康管理を 提供し ， 人生の最期ま

で， その人ら し く 生き るこ と を支援する。

歯科衛生業務は， 人の生き る権利， 尊厳を保つ権利および平等に口腔健康管理の支援を受ける 権利などの人

権を尊重し ， 信頼関係に基づいて遂行さ れなければなら ない。

歯科衛生士の倫理綱領は， 病院， 診療所， 介護・ 福祉施設， 地域， 事業所， 企業， 教育養成機関， 研究機

関， 行政機関など， あら ゆる 場において， 歯科衛生業務を実践するための行動指針であり ， 同時に， 歯科衛生

士と し ての基本的な役割と 責務を社会に対し て明示するも のである。

条　 文

1 ． 歯科衛生士は， 人の生命， 人格， 人権を尊重する。

2 ． 歯科衛生士は， 平等， 公平， 誠実に業務を遂行する。

3 ． 歯科衛生士は， 十分な説明と 信頼関係に基づき 業務を遂行する。

4 ． 歯科衛生士は， 人々の知る権利および自己決定の権利を尊重し ， 擁護する。

5 ． 歯科衛生士は， 守秘義務を遵守し ， 個人情報の保護に努める。

6 ． 歯科衛生士は， 対象と なる 人の口腔の健康が阻害さ れ危険にさ ら さ れている と き は， その人を保護し ，

安全を確保する。

7 ． 歯科衛生士は， 歯科衛生士法および関係諸法令を遵守し ， 業務の質および自律性の確保に努める。

8 ． 歯科衛生士は， 自己研鑽に励み， 専門職と し ての能力の維持向上・ 開発に努める。

9 ． 歯科衛生士は， 他の保健医療福祉関係者と 連携・ 協働し ， 適切な口腔健康管理の確保に努める。

10． 歯科衛生士は， 業務の質を高めるために望まし い基準を設定し ， 実施する。

11． 歯科衛生士は， 業務の実践や研究を通し て歯科衛生学の発展に寄与する。

12． 歯科衛生士は， 対象と なる人の不利益を受けない権利， プラ イ バシーを守る権利を尊重する。

13． 歯科衛生士は， より 質の高い業務を実践するため， 健康的な職業生活の実現に努める。

14． 歯科衛生士は， 社会や人々の信頼を得るよう ， 個人と し ての品行を高く 維持する。

15． 歯科衛生士は， 健康に関連する環境問題について社会と 責任を共有する。

16． 歯科衛生士は， 口腔の健康を保持増進するための制度や施策を 推進する ため， 専門職組織を 通じ て行動

し ， より よい社会づく り に貢献する。

解　 説

1 ． 歯科衛生士は， 人の生命， 人格， 人権を尊重する。

歯科衛生士の基本的役割は， 口腔の健康の保持増進に必要な口腔健康管理を支援し ， 全身の健康の保持増

進およ び生活の質の確保に努める こ と である。 そのため， いかなる 状況においても ， 人の生命， 人格， 人権

および人と し ての尊厳が守ら れるこ と を基本と し ， 行動する。
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2 ． 歯科衛生士は， 平等， 公平， 誠実に業務を遂行する。

すべての人々は， 口腔健康管理の支援を 受ける権利を 有し ている。 歯科衛生士は， 国籍， 人種， 民族， 宗

教， 信条， 性別や性的指向， 年齢， 生活習慣およ び社会的地位や経済状態によ っ て差別する こ と なく ， 平

等， 公平， 誠実さ に基づいて口腔健康管理を支援するために， 歯科衛生業務を遂行する。

3 ． 歯科衛生士は， 十分な説明と 信頼関係に基づき 業務を遂行する。

歯科衛生士は， 対象と なる人と の信頼関係に基づいて業務を 遂行する。 自ら の実践について理解と 同意が

得ら れるよ う 十分な説明を行い， 実施結果に責任を持つこ と を 通し て信頼関係を 築き ， 発展さ せるよ う 努め

る 責任がある。 また， 口腔健康管理を支援する過程においては， 対象と なる人の意向が反映さ れるよ う に，

積極的な参加を促すこ と に努める。

4 ． 歯科衛生士は， 人々の知る権利および自己決定の権利を尊重し ， 擁護する。

人々は自己の口腔の健康状態を知る権利や口腔健康管理の支援について選択する権利を 有し ている。 その

ため， 対象と なる 人に対し て， 口腔健康管理に関する 十分な情報を 提供し ， 自己決定の機会を保障するよ う

に努める。 診療録や業務記録などの開示の求めに対し ては， 施設内の指針等に則り 誠意をも っ て応じ る。

5 ． 歯科衛生士は， 守秘義務を遵守し ， 個人情報の保護に努める。

歯科衛生士は， 専門的な立場で口腔健康管理を 適切に支援する ため， 対象と なる 人の口腔状況や生活習

慣， ある いは身体面， 精神面， 社会面にわたる 個人的な情報を 得る 機会が多い。 個人的な情報を 得る 際に

は， 利用目的について説明し ， 守秘義務を遵守する。 診療録や業務記録など， 個人情報の取り 扱いには細心

の注意を払い， 情報漏えいの防止対策を 講じ る。 多職種連携などにおいて他の保健医療福祉関係者と の間で

情報を共有する場合は， 適切な判断に基づいて行う 。

6 ． 歯科衛生士は， 対象と なる人の口腔の健康が阻害さ れ危険にさ ら さ れていると き は， その人を 保護し ， 安

全を確保する。

歯科衛生士は， 対象と なる 人が， 常に， 適切な口腔健康管理の支援を 受けら れる よ う に配慮する。 し か

し ， 他の関係者によっ て口腔健康管理が阻害さ れ危険にさ ら さ れている と き ， または不適切な判断や行為が

懸念さ れたと き は， その人を保護し ， 安全を 確保する ために働き かけを 行い， 適切な手段によっ て問題を 解

決する ために行動する。 歯科衛生士が， 職場において管理・ 指導でき る 立場でなく ても ， その懸念を 提起

し ， 問題を共有し ， 解決に向けて行動する。

また， 歯科衛生士の行為が対象と なる 人を 傷つける 可能性がある こ と も 含めて， 口腔健康管理の支援の状

況におけるいかなる害の可能性にも 注意を払い， 危険予防に努める。

7 ． 歯科衛生士は， 歯科衛生士法および関係諸法令を遵守し ， 業務の質および自律性の確保に努める。

歯科衛生士は， 自己の責任と 能力を的確に認識し ， 口腔健康管理に必要な歯科衛生業務を 行い， 実施し た

業務と その結果について責任を負う 。 責任の範囲は歯科衛生士法および関係諸法令に規定さ れており ， 法的

責任を 超える業務は行わない。 自己の能力を 超えた業務を 求めら れた場合は， 自ら 進んで指導や支援を受け

て実践能力を高め， 場合によっ ては業務の変更を 求めるなど， 提供する 歯科衛生業務の質およ び自律性の確

保に努める。

歯科衛生士は， 歯科衛生士法および関係諸法令を遵守し ， 適正な業務を実施する。

8 ． 歯科衛生士は， 自己研鑽に励み， 専門職と し ての能力の維持向上・ 開発に努める。

歯科衛生士は， 歯科医学・ 医療の進歩なら びに社会的価値の変化にと も ない， 多様化する 口腔健康管理へ
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のニーズに対応し た臨床実践能力を高める ため， 個人の責任と し て研鑽に励み， 専門職と し ての能力の維持

向上・ 開発に努める。 そのため， 自施設の現任教育のほか， 歯科衛生士会等が実施する 様々な継続教育のプ

ロ グラ ムや学会およ び各種研修など， 継続学習の機会を 積極的に活用し ， 専門職と し ての自己研鑽に努め

る。

9 ． 歯科衛生士は， 他の保健医療福祉関係者等と 連携・ 協働し ， 適切な口腔健康管理の確保に努める。

歯科衛生士は， 他の歯科専門職および保健医療福祉関係者等と 連携・ 協働し ， 相互理解のも と ， より 質の

高い口腔健康管理を 提供する よう に努める。 連携・ 協働に際し ては， 専門職と し ての相互理解に基づく 緊密

な協力関係を築き ， 目的と 情報を共有し ， 対象と なる 人に適切な口腔健康管理が確保でき るよ う 最善を尽く

す。

10． 歯科衛生士は， 業務の質を高めるために望まし い基準を設定し ， 実施する。

歯科衛生士は， 歯科衛生業務の質を高めるために， 実践， 管理， 教育， 研究の望まし い基準を 設定し ， 実

施する。

歯科衛生業務の基準は， 実践面では実践内容や実践方法などを規定し ， 管理面では実践を 可能と する人材

育成プロ グラ ム， 業務管理， 安全管理， 情報管理， 物品管理など 施設内の環境整備について規定する。 ま

た， 教育面では教育内容， 教育環境およ び教育資源などについて規定し ， 研究面では研究内容およびその優

先性の検討， 研究方法や研究成果の提示に関する手続きなどについて規定する。

こ のよう な基準の設定は組織的に行い， 個人あるいは組織と し てその基準を満たすよう に努め， 評価基準

と し て活用する。 また， 社会の変化や人々のニーズに対応さ せて， 適宜改訂する。

11． 歯科衛生士は， 業務の実践や研究を通し て歯科衛生学の発展に寄与する。

歯科衛生士は， 常に， 業務の実践や研究により 得ら れた最新の知見を 活用し ， より 質の高い業務の実践を

目指すと と も に， 開発さ れた新たな知識・ 技術の蓄積に最善を尽く し ， 歯科衛生学の発展に寄与する。 また，

開発さ れた技術の利用が， 人々の安全の確保， 尊厳の維持， 権利の保障と 確実に両立するよう に努める。

12． 歯科衛生士は， 対象と なる人の不利益を受けない権利， プラ イ バシーを守る権利を尊重する。

歯科衛生士は， 業務の実践や研究において， 対象と なる人の不利益を受けない権利， 完全な情報公開を 得

る 権利， 自分で判断する 権利， プ ラ イ バシー・ 匿名性・ 機密性を 守る 権利を 尊重し ， 保障する よ う に努め

る。 また， 自分の利益と 歯科衛生士と し ての義務が相反する場合は， 対象と なる人の福祉と 権利を尊重し ，

守る。

13． 歯科衛生士は， より 質の高い業務を実践するため， 健康的な職業生活の実現に努める。

人々の口腔健康管理を支援する歯科衛生士は， 心身の健康を 基盤と し て業務を 実践する。 そのため， 自ら

の健康の保持増進に努め， 職業生活と 私生活およ び活動と 休息のバラ ン スを 保つよう に努める。 また， 歯科

衛生士がその職責にふさ わし い処遇を 得て業務に従事でき る よう ， 労働条件や職場環境を 整えると と も に，

医療安全， 感染予防， 被曝防止， 暴力やハラ スメ ン ト から の保護など， 健康的な職業生活を 実現する ための

安全の確保やリ スク マネジメ ント に組織的に取組む。

14． 歯科衛生士は， 社会や人々の信頼を得るよう ， 個人と し ての品行を高く 維持する。

歯科衛生士は， 社会や人々の信頼なく し てその役割を 果たすこ と はでき ない。 歯科衛生士に対する 信頼

は， 専門的な知識・ 技術のみなら ず， 誠実さ ， 礼節， 品性， 清潔さ ， 謙虚さ などと と も に， 深い教養や社会

常識に支えら れた行動によると こ ろ が大き い。

歯科衛生士は， 専門職と し ての使命や責任を自覚し ， 個人と し ての品行を高く 維持するよう に努める。
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15． 歯科衛生士は， 健康に関連する環境問題について社会と 責任を共有する。

歯科衛生士は， 人々が健康で文化的な生活を享受する権利を 擁護する こ と が求めら れる。 それゆえ， 健康

を 促進する 環境を整備し ， 自然環境や社会環境の悪化に関連する問題についても 社会と 責任を 共有し ， 解決

に努める。 医療廃棄物についても ， その適正な処理および処理過程などを通し て， 保健医療福祉活動によ る

環境破壊を防止する責務を果たすと と も に， 人々の健康を保持増進するための環境保護に取組む。

16． 歯科衛生士は， 口腔の健康を 保持増進する ための制度や施策を 推進する ため， 専門職組織を 通じ て行動

し ， より よい社会づく り に貢献する。

歯科衛生士は， いかなる と き であっ ても ， 人々がより 高い水準で口腔の健康を獲得でき る よう ， 社会の変

化と 人々のニーズに対応し た法制度の確立や保健医療福祉に関わる施策の推進に努める。 こ れら の実現を目

指し て， 専門職組織である歯科衛生士会などの活動を通じ て行動し ， より よい社会づく り に貢献する。

「 歯科衛生士の倫理綱領」 は、 令和元年（ 2019） 6 月 16 日に開催さ れた公益社団法人日本歯科衛生士会定時代議員会

において決議さ れ、 採択さ れた。

「 歯科衛生士の倫理綱領策定に関する検討会」 委員

（ 敬称略， ※準備委員兼任， ○印 委員長）

　 合場千佳子※　 　  日本歯科大学東京短期大学 歯科衛生学科教授

　 　 　 　 　 　 　 　 　 全国歯科衛生士教育協議会理事

○金澤　 紀子※　 　 日本歯科衛生士会 顧問

　 鶴田　 　 潤※　 　  東京医科歯科大学 統合教育機構准教授

　 吉田　 幸恵※　 　  神戸常盤大学短期大学部 口腔保健学科教授

　 白圡　 清司　 　 　 日本歯科医療管理学会理事長

　 森戸　 光彦　 　 　 鶴見大学名誉教授


